


 

審議期日 

 平成３０年 ８月２２日 

 平成３０年１０月３１日 

 平成３１年 ２月 ６日 

 

料金改定 

 （１）改定率は、平均１５パーセントを妥当とした。 

 （２）基本料金は一律に改定し、従量料金は１から１００ までの改定とする。 

    料金表は別表のとおりとする。 

 

料金改定の時期 

 改定期日は、平成３２年４月１日とする。 

 

付帯意見 

（１）大きく変化する社会経済情勢や水道事業の経営をよく踏まえたうえで、概ね５

年毎に適正な水道料金の検証及び必要に応じた見直しを行うこと。 

（２）水道料金は市民生活に密接に関係していることから、料金改定の趣旨や内容を

わかりやすく市民に周知すること。 

（３）水道事業経営において健全な運営を維持するため、更なる運営経費の削減と水

道料金徴収率の向上に努めること。 

 

 



口
径

料
金

段
階
区
分

料
金

(
1
m
3
に

つ
き
)

口
径

料
金

段
階

区
分

料
金

(
1
m
3
に

つ
き

)

1
3
㎜

6
5
0
円

1
 
か

ら
1
0
 

ま
で

9
0
円

1
3
㎜

7
7
0
円

1
 

か
ら

1
0
 

ま
で

1
0
3
.
5
円

2
0
㎜

8
9
0
円

1
0
 
を

超
え

2
0
 
ま

で
1
5
0
円

2
0
㎜

1
,
0
5
5
円

1
0
 

を
超

え
2
0
 
ま

で
1
7
2
.
5
円

2
5
㎜

1
,
5
9
0
円

2
0
 
を

超
え

4
0
 
ま

で
2
4
0
円

2
5
㎜

1
,
8
8
4
円

2
0
 

を
超

え
4
0
 
ま

で
2
7
6
円

4
0
㎜

6
,
3
5
0
円

4
0
 
を

超
え

1
0
0
 

ま
で

3
3
0
円

4
0
㎜

7
,
5
2
5
円

4
0
 

を
超

え
1
0
0
 

ま
で

3
7
9
.
5
円

5
0
㎜

1
4
,
4
0
0
円

1
0
0
 
を

超
え

5
0
0
 

ま
で

4
0
0
円

5
0
㎜

1
7
,
0
6
4
円

1
0
0
 

を
超

え
5
0
0
 

ま
で

4
0
0
円

7
5
㎜

3
3
,
1
0
0
円

5
0
0
 
を

超
え

る
も

の
4
4
0
円

7
5
㎜

3
9
,
2
2
4
円

5
0
0
 

を
超

え
る

も
の

4
4
0
円

1
0
0
㎜

6
3
,
9
0
0
円

1
0
0
㎜

7
5
,
7
2
2
円

基
本

料
金

と
従

量
料

金
の

合
計

額
に

消
費

税
率

を
乗

じ
て

得
た

額
（

そ
の

額
に

1
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
た

額
。

)
基

本
料

金
と

従
量

料
金

の
合

計
額

に
消

費
税

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（
そ

の
額

に
1
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
た

額
。

)

（
現

行
）

（
改

定
後

）

水
道

料
金

表
（

1
か

月
）

水
道

料
金

表
（

1
か

月
）

基
本

料
金

従
量

料
金

（
使

用
水

量
1
 
）

基
本

料
金

従
量

料
金

（
使

用
水

量
1 

）


